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現在のＦＸ取引に係る紛争類型の概要

１ 勧誘に端を発する紛争の消滅

 いわゆる「外国為替証拠金取引」（ＦＸ取引）は，平成１７年７月１日に金融先物取引法

改正法が施行され，許可制度，不招請勧誘（無差別の電話・訪問勧誘を一律に禁止する制

度）が導入された結果，近時は，その被害は大きく質的変容を見せている。

 特に，登録を経ている業者によっる取引において，勧誘に端を発する被害相談はほとん

ど見られなくなり（珍しいものとして，「１００％の勝率で毎月２５％以上の利益を得てい

く方法」などと喧伝されていた「ＦＸ常勝バイブル」という情報商材の頒布者とこれによ

り顧客獲得をしていたインターネット専業ＦＸ取引業者の損害賠償責任を肯定した事案

（東京地判平成２０年１０月１６日消費者法ニュース７８号２７５号）がある。），その他

ごく少数存在する勧誘に端を発する紛争は，商品先物会社系のＦＸ業者に係る被害である。 

２ システムトラブル

 ＦＸ取引において現在顕在化している問題は，（広義の）システムトラブルである。相場

が乱高下する場面で，取引画面がフリーズしてしまったり，注文が出せなくなったり，と

いった事象が多く発生している。

 また，システムの正常さ･公正さが外部から見えにくいこともあって，スプレッドが恣意

的に拡大されたり，スリッページが相当と考えられる範囲を超える頻度･範囲で生じたり，

俗に「ロスカット狩り」と呼ばれるような手法が用いられているのではないかとの疑念が

生じるような状況がしばしば見られる（これは，いわゆるトレール注文についても見られ

る。）。

 ロスカットの発動が適切になされなかったという事案について，適切にロスカットがさ

れていたであろう場合との差額の賠償を求めた訴訟の判決である東京地判平成２０年７月

１６日金融法務事情１８７１号５１頁が参考になる。なお，「安全性」をうたい文句にして

きた取引所取引においてもシステムトラブルは少なくない頻度で生じているようである

（例えば南アランド誤レート配信問題で集団訴訟が提起されている。）。

 相対取引業者においてはこの種のシステムトラブルは多く，提示レート（スワップを含

む）が誤りであったなどとして事後的に取引益金の出金を拒まれるという事案も相当数あ

る。

 システムトラブルの問題とは離れるが，ＦＸ取引業者は利益を出す顧客を閉め出してし

まうという姿勢を採っているのではないかと思われる節があり，不正取引をしたなどと強

弁して口座を強制解約したり，いわゆる「キャッシュバックキャンペーン」で約束した金

員（取引量に応じて支払を約した「キャッシュバック金」）の支払いを拒むという事例も多

く生じているようである。このような事案についての判決として，東京地判平成２６年６

月１９日証券取引判例セレクト４７巻９５頁がある。
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３ また，これは現在では解消された問題であると思われるが，平成１９年ころには，Ｆ

Ｘ取引業者の分別管理のあり方が不適切であったことから，複数のＦＸ取引業者が破綻し

た。中には，顧客の預かり資産がカバー取引とは名ばかりの業者構成員の「手張り」のた

めの証拠金に用いられ，結果，巨額の証拠金が欠損するという事態が明らかになったもの

さえある。この点の問題についての裁判例として，東京地判平成２２年４月１９日判例タ

イムズ１３３５号１８９頁がある。 

 

４ 小括 

 以上のとおり，現在，ＦＸ取引において勧誘行為の問題に端を発する紛争はほとんどな

い状況である。 

 


